
健康・医療・福祉 

●親なきあとの支援について 

Ｑ． 

先日障がいのある子をもつ親の会で新発田市基幹支援センターの相談員をお招きして勉

強会が開かれました。その際、親なき後の支援が話題になりました。私は、中学生の息子

が発達障害で相談員の方もついていただいています。相談員の方がいることで安心してい

ましたが、勉強会にきていた相談員の方が親なき後を相談員だけで支援するのは大変だと、

話していらっしゃいました。その相談員の話しぶりをみて、相談員だけでは本当に手に負

えない状況になるのだなと感じました。でも親は具体的に何をすればいいのかわかりませ

ん。そこでも成年後見人の話題もでましたが、具体的に市が支援できるのはどこまでなの

か、親がすべきことは何か、相談員が関係部署につなげてくださるのかなと思っていまし

たが、勉強会にいらした相談員の方はとても無理だと話していました。相談員の方に頼れ

るのはどこまでなのかも知りたいです。 

「親なき後」と題して市でも講演会等開かれているのも知っていますが、「親なきあと」

とのネーミングが未成年の障がい児を持つ親（私も）にはあまりピンときません。「障がい

がある子供に新発田市ができること・親がするべきこと」と題して、障がいがある小中学

生の保護者向けに将来もみすえた講演会を開いてください。 

困ってから動き出しては難しいこと、先を見据えた行動が障がいをもつ子の親に必要な

ことを私はとても実感しています。行政の支援体制を周知することは、親だけでなく相談

員の方や関係各部署の負担をへらすことにもなると思います。 

（令和 5年 2月受付） 

Ａ． 

 担当課に確認しましたところ、相談員が個別の対応をする中で、既存の障がい福祉サー

ビスにおける制度や社会資源を活用するだけでは解決が困難なものがあるようですが、そ

のような中でも、障がい福祉サービス以外のものも含めてよりよい生活となるように関係

機関と連携した相談支援が行われているとのことでした。 

 御指摘されている「先を見据えた」より良い生活の組み立てのためには、相談員が、障

がいのある方や御家族の心配なことや将来の希望などを聞き取り、課題などを共有するこ

とが必要であります。また、親がすべきことについても、ライフステージや御家庭の置か

れた状況等によっても変わってくるものであります。関係機関と連携して相談支援を行っ

てまいりますので、「したいこと」、「分からないこと」などがありましたら、お一人で抱え

込まず、お近くの相談員にお話をしてくださるようお願いします。 

 また、障がいのある小中学生の保護者に向けた講演会については、市では、障がい者理

解促進講演会など様々な事業を行っておりますので、御提案いただいた内容も踏まえ開催

に向けた検討をしていきたいと考えております。 

 市では、障がいのある人もない人も、互いに尊重し合う共生社会の実現と、その地域で

安心して暮らし続けられるよう、まちづくりに取り組んでおります。 

（令和 5年 3月 31日回答） 

 

※上記の回答内容はすべて回答日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。 
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●学生への支援について 

Ｑ． 

1つ目は、小中学校の就学支援。小中学校在学の子が 3人以上の場合等の制限があるのは

なぜでしょうか。昨年 4 月に次男が高校生となり小中学校在学の子は 2 人となりました。

その途端、これまで受けることができていた就学支援が対象外となりました。しかも同時

期に長男は専門学校に進学しています。これから更にお金がかかる時期に支援を対象外と

して打ち切られるのは、非常に苦しいです。本当に支援が欲しい時に支援してもらえない

ということがないよう、小中学校在学者数ではなく、20 歳未満の子の数や高校大学等も含

めた学生数で対象を決めることはできませんでしょうか。 

2つ目は、高校生・大学生等の支援給付についてです。社会福祉課へ問い合わせさせてい

ただきましたが、条件に満たないとのことで不支給となっていました。 

小中学生の支援も高校生以上の支援も条件を満たさないと不支給になりました。家族 6

人で今が一番お金のかかる時期。共働きでの手取り年収が 500 万にも満たない中、物価高

にも追い打ちをかけられ、正直厳しいです。支給条件等の見直しを行なっていただき、お

金のかかる時期を迎えた時に苦しむ家庭が出ないようにできませんでしょうか。我が家だ

けではないと思います。ひとり親や非課税世帯への支援は大切だと思いますが、ギリギリ

支援を受けられない世帯も苦しいのです。 

 

（令和 5年 3月受付） 

 

Ａ． 

 小中学校の就学支援についてお答えいたします。お手紙の内容から、学用品費や給食費

等を支援する「就学援助」のことと推察いたします。「就学援助」は、小・中学校に３人以

上在籍していないと受給できないということはなく、あくまで、前年度の世帯所得が、生

活保護制度に準じて計算される世帯の需要額（高校生以上の子どもの分の生活費も含む。

ただし義務教育以外の就学費用を含まない。）の 1.42 倍（当市独自の係数）以内だった場

合に「受給」となります。担当課によれば、あなた様の世帯はこの対象にならないため、「不

支給」となったとのことでありました。誠に心苦しいところではありますが、御理解賜り

ますようお願い申し上げます。なお、高校生、専門学校生の就学費用については県の「高

等学校等就学支援金制度」、日本学生支援機構の奨学金や専門学校独自の奨学金制度等がご

ざいますので、在籍する学校を通じて御相談いただきますようお願いいたします。また、

平成 30年度から市独自に実施しております「第３子以降学校給食費支援事業」については、

これまで、「小・中」に３人以上在学する第３子以降の児童生徒を対象としていたところを、

令和５年度より「小・中・高」まで拡大する制度変更を踏まえた予算案を、現在、市議会

に提案しております。 

 次に、高校生・大学生等の支援給付についてです。「高校生・大学生等支援給付金」は、

支給要件の一つとして、年収が概ね 500 万円以内で、保護者等の市・県民税の所得割額の

合計が２０万円未満であることとしており、これまで支援の届かなかった高校生や大学生
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等の子どもがいる所得割課税世帯にも支援の手が届くよう支給対象者を定めたものです。 

 担当課に確認したところ、あなた様の世帯におかれましては、保護者等の所得割額の合

計額が２０万円を超えていることから不支給となり、大変厳しい状況であることと存じま

すが、低所得世帯を対象とした本給付金の趣旨を御理解いただきますようお願い申し上げ

ます。また、本給付金事業は当市独自の制度でありますが、コロナ禍や物価高騰の中で県

の補助金を活用した事業であることから、次年度以降継続することは現時点で考えており

ません。今後の情勢や国や県の動向を注視しながら、引き続き、高校生やその保護者に寄

り添い、状況に応じた迅速かつ適切な支援をしてまいりたいと考えております。 

 なお、市では生活に困窮している方を対象とした相談窓口を開設しており、住居確保給

付金や生活福祉資金貸付等の各種支援制度を紹介するなど、世帯の収支状況に応じた支援

を行っておりますので、家計の維持が困難な場合は、担当課である社会福祉課に御相談く

ださいますようお願いいたします。いずれにいたしましても、子育て支援は市の施策の四

本柱の一つであります。今後も、市民の皆様の声に耳を傾けてまいりたいと考えておりま

す。 

 

（令和 5年 3月 20日回答） 

 

 

 

※上記の回答内容はすべて回答日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。 

 


